
倶知安町地域公共交通活性化協議会

○地域公共交通の課題

○調査の主な内容○地域公共交通の現況

倶知安町

倶知安町は、北海道・後志地方の中央に位置し、秀峰「羊蹄山」の麓にある人口14,940人（令和４年12月１日現在）の町である。
昭和47年12月20日には「スキーの町宣言」をし、冬には上質のパウダースノーを求め、国内外から多くの観光客が訪れる、北海
道を代表する国際リゾート地であり、令和7年度頃には後志自動車道倶知安ICの開通、令和12年度頃には北海道新幹線倶知安
駅開業を控えている。

概 要

平成２０年３月６日設置

○地域公共交通活性化協議会開催状況

令和４年６月８日 第39回協議会を開催
・令和３年度(4～3月)の事業報告・利用状況
・令和４年度(4～3月)の事業方針・予算
令和４年10月24日 第40回協議会を開催

・倶知安町地域公共交通計画概要（案）
・デマンドバス実証運行計画

令和５年１月17日 第41回協議会を開催
・令和４年度(10～9月)の生活交通確保維持改善事業評価
・令和４年度計画策定調査事業評価

・地域内の公共交通に関する現況把握
・地域公共交通に係る基本方針と目標の検討
・目標達成に向けて取り組む具体的な事業の検討
・関係団体ヒアリング
・地域の公共交通計画（案）の策定
・地域公共交通活性化協議会の開催

・郊外デマンドバス実証運行の利便性向上と本運行に向けた
事業継続性の確保

・新幹線開業や高規格道路の開通を見据えた域内公共交通体系
の整理

・市街地とリゾートエリアを結ぶ路線の交通障害の解消と環
境負荷軽減

・交通サービス維持のための財政負担や運転手不足

・JR函館本線 倶知安駅、普通列車発着26本
・ニセコバス 幹線２路線（２系統）

町内１路線（２系統）
・道南バス 幹線２路線（２系統）

町内２路線（４系統）
・スクールバス ６系統（うち４系統は無料住民利用を実施）
・自家用有償旅客運送 ２路線（10系統）
・ハイヤー ３社（稼働台数15台）

※令和５年１月１日現在



倶知安町地域公共交通活性化協議会平成２０年３月６日設置

公共交通の概要



倶知安町地域公共交通活性化協議会 計画策定に係る事業の取組状況

●事業の結果概要

１．リゾートエリアに関する交通体系の整理

・令和４年８月10日 観光担当部局及び倶知安観光協会と意見交換会を実施。
【主な意見】

①リゾートエリアの交通障害解消の手法として、倶知安町観光地マスタープランにおいても「エリア内の既存駐車場を活用・再整備するとともに、
ひらふエリアのバウンダリーにパークアンドライドが望まれる。」とされていることから、パークアンドライドの将来的な導入の検討を進めること
が望ましい。

②現在は各宿泊施設や事業者が独自に従業員バスを運行しているが、これが交通障害を生み出す要因のひとつとなっていることから、これら
を統一した通勤バスの導入が望ましい。また、地域の輸送資源総動員の観点から、この通勤バスに地域住民等が混乗出来ることが望ましい。

③倶知安観光協会が主体となって令和３年度から冬期に運行を開始している「ひらふ無料循環バス」については、観光客のエリア内移動に寄
与するだけでなく、本町が冬期に直面するタクシー不足による交通サービスレベル低下の緩和にも効果的と思われる。また、令和４年度から
夏期に実証運行を開始した「スカイバスニセコ」については、市街地とリゾートエリアを結ぶ二次交通にオープントップバスを採用することで、
車両自体の付加価値から公共交通の利用促進が図られるとともに、リゾートエリアへの自家用車等の流入を抑制できる。両事業ともに今後
もブラッシュアップを図りながら継続していきたい。

→課題の解決に向けて、リゾートエリアの駐車場整備をすすめるとともに、二次交通や域内循環交通など公共交通の充実を図ることでリゾート
エリアへの車両の流入量を抑制することが重要。

【スカイバスニセコ】
倶知安観光協会が主体となり（公社）北海道観光振興機構の令和４年度事業（DMO 枠）を活用して実証運行

令和４年度は７月１５日～８月２８日まで、オープントップバスで市街地とリゾートエリアを結ぶ運行
車両自体が観光資源にもなりうる車両を導入することで新規観光需要を創出するとともに、公共交通利用促進にも寄与（期間内で
延べ3，950人利用）、運賃はスマートプレートによる電子決済が可能
令和５年度も事業継続する意向

【ひらふ無料循環バス】
倶知安観光協会が主体となり観光庁の「地域一体となった観光地の再生・観光サービスの高付加価値化事業」を活用して実施

令和４年度の運行期間は令和４年12月15日～令和５年２月28日を予定
ひらふウェルカムセンターを起点として３つの路線で、期間中毎日リゾートエリア内を無料で循環運行
令和５年度も事業継続する意向
※写真は「ひらふ無料循環バス」公式HPより引用



倶知安町地域公共交通活性化協議会 計画策定に係る事業の取組状況

●事業の結果概要

２．地域公共交通計画（案）の策定
・町内公共交通の種類、設備状況及び人口分布等の把握並びに整理

・地域公共交通計画における基本方針と目標の設定
・基本方針及び目標を達成するための施策・事業の検討

→施策・事業の実施に向けて交通事業者（バス事業者２社・タクシー事業者４社）へ以下の５項目についてヒアリング調査を実施
① 事業概要
② 利用状況
③ 現状の運行に関する利用者からの要望等
④ 今後の 利用者の利便性向上、利用促進の取組

⑤ 新たな乗合交通事業の導入や他の事業者との連携
※ ヒアリング結果については、２月上旬を目途に現在取りまとめ中であり、その結果を踏まえて目標を達成するための施策・事業に検討を加え、
適宜修正する。
・郊外地域デマンドバスの利便性向上に向けた検討

→昨年度の実証運行結果を踏まえて、需要が倍増する冬期に３か月間の実証運行を実施する。運行終了後には利用登録者を対象としたアン
ケート調査を実施して、本格運行に向けて利便性の向上と持続可能性について検討を行うとともに、将来的な方向性について計画に搭載する。

３．地域公共交通活性化協議会の開催
10月に地域公共交通活性化協議会を開催して公共交通計画に掲げる基本方針・目標について協議した。

今後についてはパブリックコメントを実施のうえ、計画案を取りまとめて協議会に諮り今年度中に計画策定を予定。



倶知安町地域公共交通活性化協議会 計画策定に係る事業の取組状況

倶知安町地域公共交通計画概要案 １

●地域公共交通計画等の計画策定に向けた方針



倶知安町地域公共交通活性化協議会 計画策定に係る事業の取組状況

倶知安町地域公共交通計画概要案 ２

●地域公共交通計画等の計画策定に向けた方針



倶知安町地域公共交通活性化協議会 計画策定に係る事業の取組状況

倶知安町地域公共交通計画概要案 ３

●地域公共交通計画等の計画策定に向けた方針



倶知安町地域公共交通活性化協議会 計画策定に係る事業の取組状況

●事業実施の適切性

・事業は、計画どおり実施されている。
・引き続き事業の完了に向けて取り組んでいただきたい。

・昨年も調査事業を活用されていることもあり、様々な意見や課題について検討を重ねてこられたと思われるため、課題等を反
映した 地域公共交通計画をぜひ策定いただきたい。

●地方運輸局及び地方航空局における二次評価結果

計画通り事業は適切に実施される見込みである。

●地域公共交通計画等の計画策定に向けた方針

・計画策定に向けた方針
令和５年３月に策定する倶知安町地域公共交通計画では、計画の基本的な方針を「町内の各エリアにおいて、幹
線・広域交通との整合を図りながら多様な交通手段を最適に連携し、利便性向上と利用促進による持続可能な公
共交通ネットワークを実現する。」としている。
この方針のもと、「交通手段の最適化」「利便性の向上」「利用促進」を目標として掲げ、計画に登載する

各事業に取り組んでいくことで地域公共交通の総合的なネットワークを構築していくこととしている。

・今後のスケジュール
パブリック・コメントを募集したのち、３月開催予定の協議会を経て、倶知安町地域公共交通計画として最終的
にとりまとめる。


